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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 作業員死亡 

発生日時 平成２６年７月２２日 １１時４５分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市銚子漁港 

 銚子市所在の銚子港中防波堤灯台から真方位２１８°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４４.５′ 東経１４０°５１.３′） 

事故調査の経過  平成２６年９月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第六正福
しょうふく

丸、１９トン 

 ＣＢ２－６５１５９（漁船登録番号）、有限会社正福丸 

 １８.５０ｍ（Lr）×４.１６ｍ×１.４１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、昭和５９年１０月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４７歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年１１月１４日 

  免許証交付日 平成２２年３月２９日 

         （平成２７年１１月１３日まで有効） 

作業員 男性 ５８歳 

 死傷者等 死亡 １人（作業員） 

 損傷 デリックブームの旋回ワイヤロープの破断 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、千葉県銚子港東方沖の漁場でい

わし漁を行った後、水揚げを行うため、平成２６年７月２２日１０時

５５分ごろ、銚子市銚子漁港に入港して第１漁船溜
だ

まりに右舷着けで

係留し、入札終了後、本船横の岸壁上に駐車したトラックへの荷揚げ

作業を開始した。 

 船長は、船首甲板上において、デリックブーム（以下「ブーム」と

いう。）を操作し、ブーム先端部の滑車を通して降ろされるワイヤロ

ープの先端に取り付けられた網で、船体中央部の船倉から漁獲物をす

くって吊
つ

り上げ、ブームを旋回させてトラック上の荷台へ移動させて

いた。 

 本船は、約３００kg の漁獲物が入った網を吊り上げ、ブームをトラ

ックの方へ旋回させていたとき、１１時４５分ごろ、‘ブームの旋回
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を行うためのワイヤロープ’（以下「ガイワイヤ」という。）が、左舷

甲板上の滑車の付近で破断してブームが制御不能となり、ブームが旋

回しながら降下し、先端付近がトラック上で、漁獲物を網から出して

いた作業員の頭部前面に当たった。 

 船長は、荷揚げ作業を中断し、付近で本事故を目撃した市場関係者

が救急車を要請し、作業員は、病院へ搬送されたが、死亡が確認され

た。 

（付図１ ガイワイヤの状況 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 薄曇り、風向 南南西、風力 ３ 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船は、船体中央部の船倉の船首方に装備された船首鳥居型マスト

の下部にブームの支点が取り付けられ、ブーム及び吊り上げ用フック

のワイヤドラムを駆動する油圧ウィンチが、船首甲板に設置されてい

た。 

 ブームは、全長約１１ｍ、直径約１２cmの鋼管製であった。 

 船長は、ふだん、ガイワイヤ等で使用するワイヤロープの交換時期

を目視点検で決めており、ヤーンに破断部が見られるようになったこ

とから、新しいワイヤロープを発注していて本事故時の水揚げ終了後

に交換する予定であった。 

 船首甲板上に設置されたガイワイヤが通る滑車には、傷等が見られ

ず、破断したガイワイヤは、直径が約１６mm であり、約半年間、使用

されたものであった。 

 ガイワイヤは、滑車以外の部分で、船体構造等と接触していなかっ

た。 

 作業員は、本事故時、ヘルメットを着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、銚子漁港において漁獲物の荷揚げ中、旋回中のブームのガ

イワイヤが破断したことから、ブームが制御不能となって旋回しなが

ら降下し、先端付近がトラック上の作業員に当たったものと考えられ

る。 

 ガイワイヤは、ＪＩＳ規格によれば、破断荷重が１２.９tf であっ

たが、滑車に傷がなかったこと、船体構造物等に接触していなかった

こと、ヤーンの一部に破断があったこと、及び約３００kgf の荷重を

吊って破断していることから、破断強度が低下していたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、本船が、銚子漁港において漁獲物の荷揚げ中、旋回中の

ブームのガイワイヤが破断したため、ブームが制御不能となって旋回
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しながら降下し、先端付近がトラック上の作業員に当たったことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、船舶所有者は、次の改善措置を採った。 

・所有する各船のブームのワイヤロープを新替えし、滑車等に付属

するチェーン及びシャックル等を、本事故時に使用していたもの

より強度の高いものと交換した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・作業時は、ヘルメットを着用すること。 

・ガイワイヤのヤーンに破断部が見られる場合は、早期に交換する

こと。 

 

付図１ ガイワイヤの状況 
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